
要介護認定を受けている方の 
障害者控除対象者認定について 

障害者手帳の交付を受けていない６５歳以上の方で、申請に
より身体の障害又は認知症の状態が一定の基準に該当すると
町から認定された方に、確定申告等により税の所得控除を受け
られる「障害者控除対象者認定書」を交付します。 
申請を希望する方は、介護保険証と印鑑をお持ちのうえ、保

健福祉課福祉介護班（２階②窓口）で申請してください。 
【対象者】 
令和３年１２月３１日において、御宿町を保険者として要介護

１から５の要介護認定を受けている６５歳以上の方で、身体の障
害又は認知症の状態が一定の基準に該当する方。（介護保険
の認定調査資料等を基に審査します。） 
※認定書は、その年の申告に限り有効です。 
※すでに身体障害者手帳等をお持ちの方や本人又は扶養者
の所得税・町県民税が非課税の方は、障害者控除対象者認
定を受ける必要はありません。 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 介護保険係  
TEL ６８－６７１６ 

全国瞬時警報システム（J アラート）の 
全国一斉情報伝達試験を実施します 

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、以下のとおり情
報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報システム（J
アラート）（※１）を用いた試験で、御宿町以外の地域でも様々な
手段を用いて情報伝達試験が行われます。 
【試験実施日時】２月１６日（水） １１：００ 
【試験内容】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 全国瞬時警報システム（J アラート）とは、地震・津波や武

力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて
瞬時にお伝えするシステムです。 

※２ この試験ではエリアメールの送信は行いません。 
【問合せ】総務課 防災総合対策班  TEL ６８－２５１１ 
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後期高齢者医療保険料の納期について 

 

 

 
※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。 
金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談 
ください。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 

ひとり親家庭入学祝い金の 
申込を受け付けます 

御宿町社会福祉協議会では、ひとり親家庭の方で、お子さん
が今年の４月に小・中学校へ入学される方に対し、ひとり親家庭
入学祝い金を支給します。 
該当される方は、３月１日（火）までに、各地区の民生委員児

童委員に申請してください。 
【問合せ】御宿町社会福祉協議会 TEL ６８－６７２５ 

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 
３月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 
相談時間は、９：００から１２：００までです。 

 
 
 
 
 
 
※来所の際は、マスクをご着用ください。 
※相談時間中は電話での相談も受け付けています。 
※来所の前には検温し、発熱等体調不良の場合は来所をご遠
慮ください。 

※新型コロナウイルスの影響で地域福祉センターが休館の場合
は中止となります。 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

行政書士による無料相談会を実施します 
千葉県行政書士会長夷支部では、心配ごとをお持ちの方の

ための無料相談会を実施します。 
※新型コロナウイルスの感染状況により、電話相談会となる場合
があります。 

【日時】２月２０日（日） １０：００～１４：００ 
【場所】町公民館 中会議室 
【相談内容】 
・相続手続きと遺言書作成  ・成年後見制度に関すること 
・各種契約書と内容証明郵便の作成  ・法人設立に関すること 
・建設業、風俗営業など各種許認可申請に関すること 
【問合せ】千葉県行政書士会 長夷支部 無料相談会担当 

行政書士 髙橋英彦 TEL ０４７０－６２－５７７６ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 
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企画展『代々続く御宿と 
野沢温泉村の交流展』の開催 

現在、歴史民俗資料館では『代々続く御宿と野沢温泉村の
交流展』を開催しています。 
今回の企画展では、昭和５１年（１９７６年）に始まった御宿と

長野県野沢温泉村の交流の歴史について解説しています。皆
様ぜひご来館ください。 
【期間】５月２２日（日）まで（予定） 
【入館料】無料 
【休館日】３月３１日まで：毎週月曜日、祝日  

※月曜日が祝日の場合は翌火曜日も休館 
４月１日以降：毎週月曜日及び火曜日、祝日  
※火曜日が祝日の場合は翌水曜日も休館 

【問合せ】歴史民俗資料館 TEL ６８－４３１１ 

テレビ受信障害対策工事が行われます 
町内において７００MHz（メガヘルツ）帯携帯電話基地局から

新しい電波の利用が始まります。一部の地域においてテレビ画
像が「乱れる」「映らない」などの受信障害が発生する可能性が
あります。 
そのため一般社団法人７００MHz利用推進協会が、その影響

を防止するための受信障害対策工事を行います。受信障害の
発生する可能性がある地域のお宅へは、２月上旬からお知らせ
チラシの配布を行っています。可能性の高いお宅または受信障
害の起きたお宅へ協会指定の工事作業員がご説明にお伺い
し、ご了承をいただいたうえで対策工事を行います。 
なお、本件にかかる工事で、視聴者の方の費用負担はありま

せん。 
ご不明な点は、７００MHz テレビ受信障害対策コールセンタ

ーへお問い合わせください。 
【問合せ】 
７００MHzテレビ受信障害対策コールセンター（フリーダイヤル） 
ＴＥＬ ０１２０－７００－０１２ 
※ＩＰ電話等で上記電話番号につながらない場合は、 
０５０－３７８６－０７００（有料）におかけください。 

※コールセンター受付時間：９：００～２２：００（土日・祝日を含む） 

開催日 場　所 相談内容

３月　２日（水） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

３月２２日（火） 地域福祉センター 一般相談・人権相談
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２月２８日（月）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

情報伝達手段

【通報内容】

　これは、Jアラートのテストです。

登録制メール
スマホアプリ
twitterなど
※２

　対象地域：全土区域

　下りチャイム音

　事前に登録いただいている端末に以下のとおり通知します。

防災行政無線

一斉に、次のように放送されます。

【放送内容】

　上りチャイム音

　「これは、Jアラートのテストです」×３

　「こちらは、ぼうさいおんじゅくです。」

放送内容

　町内３１か所に設置してある屋外子局及び各家庭の戸別受信機から

https://www.town.onjuku.chiba.jp/

